
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                                  

           

           

 

 

 

             

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）通報：締約国への通報。 

締約国と協議 

｢本邦の産業に重大な損害を与え、又は与える

おそれがある事実（以下、「本邦の産業に与え

る重大な損害等の事実」という。）の有無につ

き調査開始(通報) 

各協定に基づく関税の撤廃・引下げ等の

結果による特定の貨物の輸入の増加 

 調査 

経済連携協定に基づくセーフガード（ＥＰＡＳＧ）の発動手続（フローチャート） 

本邦の産業に与える重大な損害等の事実認定（通報） 

 

暫定ＥＰＡＳＧ措置の発動

（通報） 

（措置内容）関税引下げの停止 

又は関税引上げ 

（発動期間）200日以内 

ＥＰＡＳＧ措置発動（通報） 

各協定に基づく関税の撤

廃・引下げ等の結果による

特定の貨物の輸入の増加

が原因となって、特定の貨

物と同種の貨物等の生産

に関連する本邦の産業に

与える重大な損害等の事

実が生じているかどうか

についての調査 

締約国と協議 

遅延が回復し難い被害をもたらす危機的

な事態があり、重大な損害を引き起こして

いること又は引き起こすおそれについて

の明白な証拠がある場合で、国民経済上特

に緊急に必要があると認められるとき 

ＥＰＡＳＧ発動の結果生ずると予想される関税の増大分と実質的

に等価値の貿易上の補償（関税の引下げ等）を提供することにつき

協議。 

発動されたＥＰＡＳＧ措置と実質的に等価値の関税措置として 

締約国による対抗措置（関税の引上げ等）の発動が可能 

ＥＰＡＳＧ措置により影響を受ける締約国の措置 

（協議開始後３０日以内（墨は発動後60日以内）に協議がまとまらない場合） 

                           

（発動要件） 

各協定で定める関税の撤廃･引下げ等の結果による特定の貨物の輸入の増加が重要な原因とな

って、本邦の産業に与える重大な損害等の事実がある場合で、国民経済上緊急に必要があると

認められること 

（措置内容） 

重大な損害等を防止･救済し調整を容易にするために必要な限度・期間の、関税の更なる段階

的引下げの停止、又は発動時におけるＭＦＮ（最恵国）税率、発効前日（星は2007年3月31

日）におけるＭＦＮ税率、若しくは附属書一の自国の表の3欄に定める基準税率（ペルーのみ）

のどちらか低い方までの関税引上げ 

（ただし、比は協定発効から７年間に限り、発動時におけるＭＦＮ税率までの関税率の引上げ）

対抗措置の禁止期間（モラトリアム） 

当該措置が輸入の絶対的増加の結果によるもので、協定に適

合している場合、発動後一定期間が経過するまで対抗措置を

取ることができない。 

比：１年 

馬：１８か月 

泰、ＡＳＥＡＮ：２年 

印：２年（最長３年） 

星、墨、智、尼、ブルネイ、スイス、ペルー、豪：規定なし

（調査期間） 

墨、泰：１年（最長１８ヶ月） 

星、馬、比、智、尼、ブルネイ、ＡＳＥＡＮ、

スイス、越、印、ペルー、豪：１年 

（発動期間） 

星：２年以内（最長４年） 

スイス、ペルー：２年以内（最長３年） 

墨、比、智、ブルネイ、ＡＳＥＡＮ：３年

以内（最長４年） 

馬、尼：４年以内（最長５年） 

泰、印：３年以内（最長５年） 

豪：３年以内（最長４年） 


